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１．「予防接種健康被害救済制度」 とは?

予防接種によって受けた健康被害に対し、
下記の給付を受けるために、厚労省の認定を受ける制度です。

▶給付の種類

▶申請先

予防接種を受けた時点での、住民票の市町村が窓口になります。
※「市町村名 ワクチン 救済制度」で検索してみてください。

※厚労省の手引きより引用



▶給付の金額

（続き）

給付の種類 金額

医療費 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、
及び入院時食事療養費標準負担額等。

医療手当（月額） 1ヶ月の間に
通院3日未満 34,900円
通院3日以上 36,900円

入院8日未満 34,900円
入院8日以上 36,900円
入院と通院がある場合 36,900円

障害児養育年金（年額） 1級 1,579,200円
2級 1,263,600円

※条件により介護加算あり。
※特別児童扶養手当等の額を除く。

障害年金（年額） 1級 5,048,400円
2級 4,039,200円
3級 3,028,800円

※条件により介護加算あり。
※障害基礎年金等の額を除く。

葬祭料 212,000円

死亡一時金 44,200,000円
※障害年金の受給期間により額の調整あり。

＜引用元＞予防接種健康被害救済制度について｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)



２．申請から認定の流れ

[市町村で受付]➡[都道府県]➡[厚労省]➡[審査会]

▶申請は、下記の流れで審査されます

※厚労省の手引きより引用

※認定まで、1年以上かかると言われています。



３．必要な書類＜医療費・医療手当の請求の場合＞

①[医療費・医療手当請求書]

②[受診証明書(認定申請用)]
③[カルテ写し・検査データ]
④[領収書]

A病院分

②[受診証明書(認定申請用)]
③[カルテ写し・検査データ]
④[領収書]

B病院分

番号 書類名 説明

① 医療費・医療手当請求書
➡項番４参照 ※原本を提出

市の窓口で貰うか、厚労省HPからダウンロードし印刷します。(※1枚だけでよい。)
自分で記入します。

② 受診証明書(認定申請用)
➡項番5参照 ※原本を提出

市の窓口で貰うか、厚労省HPからダウンロードし印刷します。
請求を挙げる病院・薬局分の枚数が必要です。 病院・薬局に記入頂きます。

③ カルテ写し・検査データ

病院に請求します。
独自の開示請求書が準備されている病院もあります。クリニックなどでは、開示請求書自体が
不要なところも多くありますが、開示を拒むような場合は開示請求書もご用意ください。

※また、自治体でカルテ請求をしてくれる窓口もあるようです。各自治体に事前にご確認ください。

④ 領収書 ②に記載の金額と一致すること。不足分は再発行が必要です。

⑤ 接種済証 いわゆる接種券です。

②[受診証明書(認定申請用)]
④[領収書]

C薬局分

⑤[接種済証]



４．書類の説明 – [医療費・医療手当請求書]

No. 項目 注意点

① 個人番号 ※記載不要な自治体もありますのでご確認下さい。

② 氏名 ワクチン接種を受けた者の名前=請求者

④ 現住所 現在お住まいの住所

⑥ 種類 「新型コロナウイルスワクチン、臨時」と記入する

⑧ 実施者 「大阪市⾧」といった形で記載する
（接種した時の住民票の市町村で記載してください）

⑨ 実施場所 接種した場所の名称と、カッコ書きで所在地を市町村名まで。
（例:●●病院（XX県XX市））

⑩ 居住地 接種した時に居住の住所。
転居していなければ④と同じ。

⑬ 医療を受けた医療
機関の名称および
所在地

今回申請する医療機関名と所在地をすべて
（●●病院（XX県YY市ZZ町〇ー〇）
（●●薬局（XX県MM市NN町〇ー〇）

➡次のページに続きます

一部項目について、記入の注意点を記載します。



（続き）

No. 項目 注意点

⑭ 医療を受けた日数 ・同日に複数の医療機関にかかった場合➡1日
・同日に通院・入院がある場合➡入院に1日
・薬局での薬剤購入は計上しない。

⑯ 患者負担額
∟予防接種医療費

下段の「特殊医療費分」と「医療保険等自己負担額分」
の合算

患者負担額
∟特殊医療費分

受診証明書の「特殊医療費分」の合算

患者負担額
∟医療保険等自己
負担額分

受診証明書の「医療保険等自己負担額分」の合算

ー 請求者氏名 ②と同じ氏名。②が未成年の場合には、カッコして保護者
氏名及び続柄も追加記入する。

⑱ 同意欄 記入不要

➡前ページの続き

※通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙を作成することも可



５．書類の説明 – [受診証明書（認定申請用）]

用紙は病院で直接ご準備頂くか、
印刷したものを病院にお渡し、
記入して貰って下さい。

申請時には、
ここに記載されている医療費金額と一致する
領収書が必要です。

紛失した場合は再発行して貰って下さい。

提出する領収書一式と
金額が一致すること

（領収書はコピーを提出）



６．その他書類

請求する手当等により、提出する書類が異なりますのでご注意ください。

＊の付いているものは原本の提出が必要



７．参考ページ

厚生労働省の手引き

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000912784.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhiga
ikyuusai.html

厚生労働省ページ）書式のダウンロードができます



８．さいごに

・医療費等の救済申請は、複数回に分けての提出が可能であると伺って
おりますが、 通院日数・入院日数で医療手当額も変わります。

（P.4 参照）
そのため、認定された際に損のないよう、申請することをお勧めします。
（※算出の合算については明記がないため）

・提出前には、必ずすべての提出資料のコピーを取っておきましょう。

・「新型コロナワクチン後遺症 患者の会」では現在、この救済申請の
提出書類準備にかかる費用の支援を行っております。

➡会員登録後、こちらから支援に関するメールをお送り致しますので、
是非ご利用ください。

（提出書類のコピー代や郵送で対応した際の切手代等も対象となりますので、
領収書は必ず取っておいてください。）


